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はじめに 
Pepper chat fruit viroid（PCFVd）は、2006年にオランダの温室で栽培されていたトウガラシか

ら発見されたウイロイドであり、PCFVdに感染したトウガラシは、果実の大きさが最大で50％小

さくなることが報告されている（Verhoeven et al., 2009）。また、PCFVdは、多くの国でバレイシ

ョやトマトの生産に被害をもたらしているpotato spindle tuber viroid（PSTVd）と同じPospiviroid
属に含まれ、PSTVdを含む他のPospiviroid属ウイロイドと同様に接触伝染及び種子伝染すること

が知られている（Verhoeven et al., 2009）。 
日本においては、PCFVdは、植物防疫法施行規則（農林省, 1950a）別表１に規定された検疫有

害植物であり、同施行規則別表２の２で規定された国又は地域から輸入される宿主植物の栽植用植

物及び栽植用種子については、輸出国においてPCFVdに対する核酸の塩基配列を検出するために

適切と認められる方法による検査を行うことを要求している。 
今般、PCFVdの発生国に関する新たな情報が得られたことから、改めてPCFVdに対する現行

の検疫措置の有効性を検討するため、病害虫リスクアナリシスを実施した。 
 

Ⅰ リスクアナリシス対象の病害虫の生物学的情報（有害植物） 

１．学名及び分類 
（１）学名（Di Serio et al.,2021; ICTV, 2025） 

Pospiviroid parvicapsici 
※ 近年、ICTVによる命名ルールの見直しがあり、分類学上は二名法による種名記載となっているが、

本報告書においては従来からの実用的な名称（英名）であるpepper chat fruit viroid（PCFVd）を使用す

ることとする。 
 
（２）英名、和名等 

情報なし。 
 
（３）分類（Di Serio et al., 2021; ICTV, 2025） 

種類：ウイロイド 
科：Pospiviroidae 
属：Pospiviroid 

 
（４）シノニム（EPPO, 2021） 

pepper chat fruit viroid 
pepper chat fruit pospiviroid 
 

（５）系統等 
情報なし。 
 

２．地理的分布 
（１）国又は地域（詳細は別紙１参照。下線部は令和８（2026）年２月24日改訂時に追加。） 

アジア：タイ、ベトナム 
中東：トルコ 
欧州：オランダ 
北米：カナダ 
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（２）生物地理区 
PCFVdは、東洋区、旧北区及び新北区の３区に分布する。 
 

３．宿主植物及びその日本国内での分布 
（１）宿主植物（詳細は別紙２参照） 

ナス科：トウガラシ（Capsicum annuum）、トマト（Lycopersicon esculentum (=Solanum 
lycopersicum)） 

 
※ 接種試験において、バレイショ（Solanum tuberosum）、ツクバネアサガオ（Petunia × hybrida）等に

感染し、ツクバネアサガオでは種子伝染も確認したとの報告もあるが（Yanagisawa and Matsushita, 
2017）、自然界で発生している事例ではないため、宿主とは判断しない。 

 
（２）日本国内における宿主植物の分布及び栽培状況 

PCFVdの宿主植物であるトマトは47都道府県で栽培されている。 
 
４．感染部位及びその症状 

PCFVdは、全ての部位に感染する（EFSA, 2011; Verhoeven, 2010）。 
トウガラシでは、PCFVdが感染すると全体の生長がやや衰え、葉の色が淡くなり、果実の大

きさが最大で50％小さくなる。また、葉脈の壊死が見られる場合もある（Verhoeven et al., 
2009, 2011）。 
トマトでは、植物体のわい化、葉に壊死斑、奇形、変色を生じる（Reanwarakorn et al., 

2011）。 
 
５．移動分散方法 

（１）自然分散 
PCFVdは、接触（機械的）伝染が知られている（EFSA, 2011; Verhoeven, 2010; Yanag-

isawa and Matsushita, 2017）。 
 
（２）人為分散 

PCFVdは、接触伝染及び種子伝染が知られている（EFSA, 2011; Verhoeven, 2010; Yanag-
isawa and Matsushita, 2017）。また、PCFVdは通常の栽培作業を介して伝染する（Por-
soongnoen and Reanwarakorn, 2023）。 
トマト及びトウガラシでは、接種により感染した植物からPCFVdに感染した種子が形成さ

れ、感染種子は発芽して感染苗となる（EFSA, 2011; Verhoeven, 2010; Yanagisawa and 
Matsushita, 2017）。これは実験的にPCFVdの種子伝染を証明したものであるが、自然界でも

採種用の親植物が感染していれば種子伝染する可能性があると判断されることから、自然感染

が認められているトマト及びトウガラシでは、種子伝染は伝染経路の１つと考える。 
 

６．生態 
（１）中間宿主及びその必要性 

情報なし。 
 
（２）伝染環 

PCFVdは汚染種子を一次伝染源とし、接触伝染（二次伝染）により広がる（Verhoeven, 
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2010）。 
 

（３）植物残さ中での生存 
情報なし。 

 
（４）耐久生存態 

情報なし。 

 

７．媒介性又は被媒介性 
情報なし。 

 

８．被害の程度 

PCFVdに感染したトウガラシは果実の大きさが最大で50％小さくなることが報告されている

（EFSA, 2011; Verhoeven, 2010）。 
 
９．防除 

本ウイロイドの防除には感染していない植物の作出及び増殖、ほ場の衛生管理が有効である。

感染が確認された植物は、早期に根こそぎ抜き取り、栽培中の他の植物と接触しないようビニー

ル袋等に入れてほ場外に持ち出し、地中深く埋没又は焼却する。薬剤による有効な防除方法は報

告されていない。道具類の消毒には、有効塩素濃度0.5％以上の次亜塩素酸ナトリウムに15秒

以上浸漬することが有効である（農林水産省, 2023）。また、トウガラシの感染種子を用いた種

子消毒方法の試験では、50℃25分の温水処理後72℃48時間の乾熱処理が最も高い消毒効果を

示し、処理後の種子の発芽への影響もわずかだった（Srikasern et al., 2024）。 
 

１０．診断、検出及び同定 
PCFVdを含む８種のpospiviroid（PCFVd及び tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd)、chry-

santhemum stunt viroid (CSVd)、citrus exocortis viroid (CEVd)、tomato apical stunt viroid 
(TASVd)、Columnea latent viroid (CLVd)、potato spindle tuber viroid (PSTVd)、tomato planta 
macho viroid (TPMVd)）を２種類のリアルタイムRT-PCR法で包括的に検出し同定を行うシス

テムが開発されている。このシステムでは、トマト種子又は葉のサンプルを6種のウイロイド

に対応した１つのユニバーサルプライマーセット及び2種のウイロイド（CLVd及びPCFVd）
のそれぞれに対応した特異的プライマーセットの計３つのプライマーセットを使用するSYBR 
Green法でスクリーニングしたのち、６種のウイロイドについてはそれぞれに特異的なプライ

マー・プローブセットを用いたTaqMan法によって種レベルの同定を行う（Yanagisawa et al., 
2017）。PCFVdのみを対象とする場合は特異的プライマーセットを用いてSYBR Green法で検

出を行う。 
一方で、Pospiviroid属の検定プロトコルとして、Pospiviroid属のユニバーサルプライマーを

使用したRT-PCR法及びリアルタイムRT-PCR法が報告されているが、種の同定には複数の手

法による検定若しくはシークエンス解析が望ましいとしている（EPPO, 2021）。 
 
１１．日本における輸入検疫措置 

PCFVdは、植物防疫法施行規則（農林省, 1950a）別表２の２に規定されている検疫有害植物

であり、同施行規則別表２の２に規定されている国又は地域からの該当する宿主植物について、

輸出国におけるPCFVdに対する適切な核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法
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による検査が行われ、かつ、PCFVdに侵されていない旨を検査証明書に特記することを要求し

ている。 
 

１２．諸外国における輸入検疫措置 
（１）ニュージーランド（MPI, 2025） 

トウガラシ属の決められた植物の種子に対して、次のいずれかの条件を満たし、植物検疫証

明書にその旨の追記を要求している。 
 

・ISPM 8に基づき決定されたPCFVdの病害虫ステータスが不在（absent）の地域、若しく

は「有害動植物無発生地域」又は「有害動植物無発生生産地」で産出されたものであること 
 
・国際種子検定協会（ISTA）又は公認種子アナリスト協会（AOSA）の抽出方法に準拠した

方法で無作為に抽出した3,000粒以上のサンプル種子についてPCR法による精密検定を行

い、PCFVdが検出されないこと 
 
・15,000粒未満の小ロットの場合は、親植物について生育期間中にNPPOが承認した方法で

抽出して、検定を行い、PCFVdが検出されないこと 
 
（２）オーストラリア（Australian Government, 2025） 

トマト（一部野生種を除く。）及びトウガラシ種子に対して、抽出した種子20,000粒（少

量ロットの場合は20％）について、輸出前又は輸入時にPCFVdを含む複数のウイロイドを

対象とした検定を受けることを求めている。 
 
（３）アメリカ合衆国（APHIS, 2023） 

トマト及びトウガラシ属種子に対して、輸入前にPCFVdを含む複数のウイロイドを対象と

した検定を受けること、又はこれらのpospiviroidsの発生が知られていない国で生産されたも

のであることを求めている。 
 

（４）英国（Legislation.gov.uk, 2025） 
トマト（雑種を含む）及びトウガラシ属の栽植用種子に対して、PCFVdの無発生地域又は

無発生生産地での生産、公的機関による検定を受けることを求めている。 
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Ⅱ 病害虫リスクアナリシスの結果 
第１ 開始（ステージ１） 
１．開始 

Pepper chat fruit viroid（PCFVd）に対する現行の検疫措置の有効性を検討するため、病害虫

リスクアナリシスを実施する。 
 
２．対象となる有害動植物 

Pepper chat fruit viroid（PCFVd）を対象とする。 
 
３．対象となる経路 

リスクアナリシス対象の病害虫の生物学的情報の「２．地理的分布」に示す「国又は地域」か

らの「３．宿主植物及びその日本国内での分布」に示す「宿主植物」であって、「４．感染部位

及びその症状」に示す「感染部位」を含む植物を対象とする。 
 
４．対象となる地域 

日本全域を対象とする。 
 
５．開始の結論 

PCFVdを開始点とし、その発生地域から輸入される植物を経路とした日本全域を対象とする

病害虫リスクアナリシスを開始する。 
  



6 

第２ 病害虫リスク評価（ステージ２） 
１．有害動植物の類別 

ステージ１で特定された有害動植物について、国内における発生及び公的防除の有無、定着及

びまん延の潜在性並びに経済的影響を及ぼす潜在性について調査し、検疫有害動植物となる潜在

性を有するかを検討する。なお、以下の（１）～（３）の評価項目を満たしていない場合は、そ

れが判明した時点で評価を中止できるものとする。 
（１）有害動植物の国内での発生の有無及び公的防除の有無等 

Pepper chat fruit viroid（PCFVd）は国内未発生である。 
 
（２）定着及びまん延の潜在性 

PCFVdは、接触伝染及び種子伝染することが知られている。PCFVdの宿主植物であるト

マトは47都道府県で栽培されていることから、PCFVdが国内に入り込んだ場合、定着及び

まん延するおそれがある。 
 
（３）経済的影響を及ぼす可能性 

PCFVdに感染したトウガラシは、果実の大きさが最大で50％小さくなるとの報告がある。

したがって、現在、PCFVdは国内未発生であるが、PCFVdが国内に入り込み、定着及びま

ん延した場合、経済的影響を及ぼすおそれがある。 
 
（４）評価にあたっての不確実性 

特にない。 
 
（５）有害動植物の類別の結論 

PCFVdは国内未発生であるが、宿主植物であるトマトは国内で広く栽培されていること、

また、接触伝染及び種子伝染することが知られていることから、PCFVdが国内に入り込んだ

場合、定着及びまん延するおそれがある。また、PCFVdの発生国において被害報告があるこ

とから、国内でも経済的影響を及ぼすことは否定できない。 
したがって、PCFVdは検疫有害動植物となる潜在性を有することから、引き続き「２．農

業生産等への影響の評価」で評価を行う。 
 
２．農業生産等への影響の評価 
（１）定着の可能性の評価 

ア リスクアナリシスを実施する地域における潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 
（ア）潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 

PCFVdは種子伝染することが知られていることから、不良環境における生存手段を持

つ。よって、PCFVdが入り込んだ場合、我が国で生活環を維持できると考える。 
（イ）リスクアナリシスを実施する地域における中間宿主の利用可能性 

中間宿主が必須との情報は得られていない。 
（ウ）潜在的検疫有害動植物の繁殖戦略 

PCFVdは有害植物であるため、評価基準に基づき５点と評価した。 
 

イ リスクアナリシスを実施する地域における寄主又は宿主植物の利用可能性及び環境の好適

性 
（ア）寄主又は宿主植物の利用可能性及び環境の好適性 
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PCFVdの宿主植物であるトマトは47都道府県で栽培されており、PCFVdにとって好

適な環境が日本全域に存在することから、評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の寄主又は宿主範囲の広さ 

PCFVdが宿主とする植物の科は、ナス科のみが知られている。 
（ウ）有害動植物の侵入歴 

PCFVdは、東洋区、旧北区及び新北区の３区に分布する。よって、評価基準に基づき

３点と評価した。 
 

ウ 定着の可能性の評価結果 
評価した項目の評価点の平均から、定着の可能性の評価点は５点満点中の4.3点（小数

第二位を四捨五入）となった。 
 
（２）まん延の可能性の評価 

ア 自然分散（自然条件における潜在的検疫有害動植物の分散） 
（ア）ベクター以外による伝搬 

ａ 移動距離 
PCFVdは、接触伝染が知られている。よって、評価基準に基づき１点と評価した。 

ｂ 伝染環数 
PCFVdは、接触伝染及び種子伝染が知られている。複数の伝染方法が存在すること

から、評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）ベクターによる伝搬 

ａ ベクターの移動距離 
ベクターは知られていないため、本項目は評価しない。 

ｂ 伝搬様式 
ベクターは知られていないため、本項目は評価しない。 

イ 人為分散 
（ア）農作物を介した分散 

PCFVdの宿主植物であるトマトは47都道府県で栽培されていることから、評価基準

に基づき５点と評価した。 
（イ）非農作物を介した分散 

PCFVdは通常の栽培作業を介して伝染することから、評価基準に基づき５点と評価し

た。 
 

ウ まん延の可能性の評価結果 
評価した項目の評価点の平均から、まん延の可能性の評価点は５点満点中の４点となっ

た。 
 
（３）経済的重要性の評価 

ア 直接的影響 
（ア）影響を受ける農作物又は森林資源 

PCFVdの宿主植物であるトウガラシ及びトマトの農産物産出額は、2,444.4億円であ

る。よって、評価基準に基づき４点と評価した。 
（イ）生産への影響 

PCFVdの宿主植物であるトウガラシ及びトマトは、生産農業所得統計の対象植物であ
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り、PCFVdに感染したトウガラシは果実の大きさが最大で50％小さくなるとの報告があ

る。よって、評価基準に基づき４点と評価した。 
（ウ）防除の困難さ 

海外での公的防除の実施事例についての情報は得られなかった。 
（エ）直接的影響の評価結果 

上記（ア）及び（イ）の評価点の積は16点となり、評価基準に基づき直接的影響の評

価点は４点となった。 
 

イ 間接的影響 
（ア）農作物の政策上の重要性 

PCFVdの宿主植物であるトウガラシ及びトマトは、「野菜生産出荷安定法施行令」で

定める指定野菜に該当するため、評価基準に基づき１点と評価した。 
（イ）輸出への影響 

PCFVdの発生を理由に輸入の制限をしている国はないことから、本項目は評価しな

い。 
 

ウ 経済的重要性の評価結果 
直接的影響の評価点と間接的影響の評価点の和から、経済的重要性の評価点は５点満点

中の５点となった。 

 
（４）評価における不確実性 

特になし。 
 

（５）農業生産等への影響評価の結論（病害虫固有のリスク） 
定着及びまん延の可能性並びに経済的重要性の３項目の評価点の積は86.7点（小数第二位

を四捨五入）となり、PCFVdの農業生産等への影響の評価を「高い」と結論付けた。 

 
３．入り込みの可能性の評価 

項目 評価における判断の根拠等 

（１）感染部位 植物全体（果実及び種子を含む。） 

（２）国内に入り込む可能

性のある経路 

経路は、〔栽植用植物〕、〔栽植用種子〕及び〔消費用生植

物〕が考えられる。 
用途 部位 経路となる可能性 

ア 栽植用植物 植物全体 ○ 

イ 栽植用種子 種子 ○ 

ウ 消費用生植物 植物全体 ○ 

（３）宿主植物の輸入検査量 別紙３参照 
※ 本来の用途ではない目的に利用されることが想定される場合は、その想定される用途の評価

結果を適用する（例えば、消費用途の植物が栽植用として利用される場合など）。 
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（４）入り込みの可能性の評価 
ア 栽植用植物及びイ 栽植用種子 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

ウイロイド等の有害植物に感染している栽植用植物及び栽植用種子は、原産地で有害植

物の生存に影響を与えるような加工処理は実施されていないことから、PCFVdは輸送中

に活性を維持する可能性が高い。よって、評価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

ウイロイド等の有害植物は目視では確認できない。よって、評価基準に基づき５点と評

価した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 

栽植用植物及び栽植用種子は、栽培施設、ほ場等へ直接持ち込まれる。よって、評価基

準に基づき５点と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

栽植用植物及び栽植用種子は、栽植用として利用されることで入り込みが完了する。よ

って、評価基準に基づき５点と評価した。 
（オ）評価における不確実性 

特にない。 
 

栽植用植物及び栽植用種子の入り込みの可能性の評価の結論 
評価を行った項目における評価点の平均値は５点であり、栽植用植物及び栽植用種子を

経路とした場合のPCFVdの入り込みの可能性の評価を「高い」と結論付けた。 

 
ウ 消費用生植物 
（ア）輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 

原産地でPCFVdの生存率に影響を与える加工処理等は実施されていない。よって、評

価基準に基づき５点と評価した。 
（イ）潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 

ウイロイド等の有害植物は目視では確認できない。よって、評価基準に基づき５点と評

価した。 
（ウ）輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 

PCFVdの宿主植物であるトウガラシ及びトマトは47都道府県で栽培されている。よ

って、評価基準に基づき４点と評価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

PCFVdに感染した宿主植物が輸入された場合、当該植物から国内に存在する宿主植物

への自然分散の方法は接触伝染による分散が考えられる。しかし、通常、消費用生植物は

栽培地ではなく消費地へ運ばれ、短時間のうちに消費されるため、PCFVdが消費用生植

物から自然分散する可能性は無視できると判断した。よって、評価基準に基づき評価中止

とする。 
（オ）評価における不確実性 

特にない。 
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消費用生植物の入り込みの可能性の評価の結論 
消費用生植物を経路とした場合のPCFVdの入り込みの可能性の評価を「無視できる」

と結論付けた。 

 
４．PCFVdの病害虫リスク評価の結論 

PCFVdは検疫有害植物であり、栽植用植物及び栽植用種子を経路として入り込み、農業生産

等へ影響を及ぼす可能性があると評価した。 
農業生産等への影響評価の結論 

（病害虫固有のリスク） 
入り込みの可能性の評価 病害虫リスク評価の

結論 用途 結論 

高い 

ア 栽植用植物 高い 高い 

イ 栽植用種子 高い 高い 

ウ 消費用生植物 無視できる 無視できる 
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第３ 病害虫リスク管理（ステージ３） 
病害虫リスク評価の結果、pepper chat fruit viroid（PCFVd）はリスク管理措置が必要な検疫有

害植物であると判断されたことから、ステージ３において、発生国からの宿主植物の輸入に伴う

PCFVdの入り込みの可能性を低減するための適切な管理措置について検討する。 
 
１．PCFVdに対するリスク管理措置の選択肢の検討 

選択肢 方法 有効性及び実行可能性の検討 実施主体 
（時期） 有効性 実行 

可能性 

①病害虫無

発生の地

域、生産

地又は生

産用地の

設定及び

維持 

ISPM 4又は

10に基づき

設定及び維持

する。 

〔有効性〕 
 ISPMに基づき輸出国植物防

疫機関が設定、管理及び維持

する病害虫無発生の地域、生

産地又は生産用地であれば、

有効である。 
 
〔実行可能性〕 

 輸出国において適切に管理さ

れることが必要であるが、実

行可能と考えられる。 
 

 
輸出国 

（輸出前） 
 

 
○ 

 
○ 

②システム

ズアプロ

ーチ 

ISPM 14に基

づき実施す

る。 

複数の管理措置の組合せである

システムズアプローチの有効性

及び実行可能性については、具

体的に提案される管理措置の内

容を検討する必要がある。 
 

 
輸出国 

（輸出前） 

 
－ 

 
－ 

③栽培地検

査 

栽培期間中に

生育場所にお

いて植物の症

状等を観察す

る。 

〔有効性〕 
 栽培期間中に症状を明瞭に現

す場合は、有効である。 
 トマト及びトウガラシでは症

状を現すが、他のpospiviroid
同様、症状が現れない場合も

考えられるため、効果は限定

的である。 
 
〔実行可能性〕 

 輸出国において適切な検査が

行われることが必要である

が、実行可能と考えられる。 
 

 
輸出国 

（栽培中） 

 
▽ 

 
○ 

④精密検定 血清学的診断

法、遺伝子診

断法による精

〔有効性〕 
 遺伝子学的診断法であるRT-
PCR法等により、PCFVd

 
輸出国 

（輸出前） 

 
○ 
 

 
○ 
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密検定を実施

する。 
に特異的なプライマーを用

い、植物体及び種子からの

検出が可能である。 
 
〔実行可能性〕 

 輸出入国において検定施設を

有するとともに、特異的プラ

イマー及びポジティブコント

ロールが必要であるが、実行

可能と考えられる。 
 

 
 

輸入国 
（輸入時） 

 
 
○ 

 
 
○ 

⑤検査証明

書への追

記 

輸出国での目

視検査の結

果、PCFVd
に感染してい

ないことを確

認し、その旨

を検査証明書

に追記する。 

〔有効性〕 
 輸出検査時に明瞭な症状を現

す場合は、有効である。トマ

ト及びトウガラシでは症状を

現すが、他のpospiviroid同

様、症状が現れない場合も考

えられる。 
 種子は症状が報告されていな

いため、有効でない。 
 
〔実行可能性〕 

 輸出国において適切な輸出検

査が行われることが必要であ

るが、実行可能と考えられ

る。 
 

 
輸出国 

（輸出時） 

 
▽ 

（栽植用

種子×） 

 
○ 

⑥輸出入検

査（目視

検査） 

植物の症状等

を確認する。 
〔有効性〕 

 輸出入検査時に明瞭な症状を

現す場合は、有効である。ト

マト及びトウガラシでは症状

を現すが、他のpospiviroid同

様、症状が現れない場合も考

えられる。 
 種子は症状が報告されていな

いため、有効でない。 
 
〔実行可能性〕 

 輸出入国において通常実施さ

れている検査であり、実行可

能である。 
 

 
輸出国 

（輸出時） 
 
 
 

輸入国 
（輸入時） 

 
▽ 

（栽植用

種子×） 
 
 
▽ 

（栽植用

種子×） 
 

 
○ 
 
 
 
 
○ 

有効性   ○：効果が高い 

▽：限定条件下で効果がある 
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×：効果なし 

－：検討しない（判断できない） 

実行可能性 ○：実行可能 

▽：限定条件下で実行可能 

×：実行困難 

－：検討しない 

 
２．経路ごとのPCFVdに対するリスク管理措置の選択肢の検討 
（１）栽植用植物 

ア 検討結果 
病害虫無発生地域又は病害虫無発生生産地の設定（選択肢①）は、PCFVdの入り込みの可

能性を低減させる有効な管理措置である。しかしながら、病害虫無発生地域等の設定及び維

持は、宿主植物の栽培環境、病害虫管理等を含む各種要因に影響を受けるため、個別案件ごと

に具体的な内容を輸出国植物防疫機関が示し、日本がその許諾を判断する必要がある。 
精密検定（選択肢④）については、RT-PCR法等、PCFVdを検出するための精度の高い検

定法が報告されている。したがって、輸出前又は輸入時いずれかの精密検定は有効であると

考える。 
 
イ リスク管理措置の特定 

栽植用植物に対する管理措置として、PCFVd の入り込みの可能性を低減させることが可

能であり、かつ必要以上に貿易制限的でないことを考慮し、以下を特定した。なお、以下の

いずれかの管理措置を実施する必要がある。 
 

○ 輸出国（輸出前）において、生育期間中又は輸出検査時のいずれかに、荷口全体（同一

の荷口単位）の植物を対象に輸入植物検疫規程（農林省, 1950b）別表第１の６項２号の規

定に基づく検査量相当について、目視検査及びPCFVdに特異的なプライマーを用いたRT-
PCR 法等による精密検定を行い、PCFVd に感染していないことを確認し、その旨を検査

証明書に追記する。 
○ 輸入国（輸入時）において、荷口全体（同一の荷口単位）の植物を対象に、輸入植物検

疫規程別表第1の6項2号の規定に基づく検査量について、目視検査及びPCFVdに特異

的なプライマーを用いた RT-PCR法等による精密検定を行い、PCFVdに感染していない

ことを確認する。 
 

輸入植物検疫規程（農林省, 1950b）別表第１の６項２号 
検査荷口の大きさ 検査する数量 

1,000本未満 
1,000本以上    1,841本未満 
1,841本以上    4,601本未満 
4,601本以上    9,201本未満 
9,201本以上   24,001本未満 

24,001本以上 

30％以上 
300本以上 
400本以上 
500本以上 
600本以上 
800本以上 

 
（２）栽植用種子 

ア 検討結果 



14 

病害虫無発生地域又は病害虫無発生生産地の設定（選択肢①）は、栽植用種子において有

効な管理措置である。 
精密検定（選択肢④）は、採種用親植物又は当該植物から採種された種子についてPCFVd

に特異的なプライマーを用いた RT-PCR 法等、PCFVd を検出するための精度の高い検定法

が報告されており、栽培時の採種用親植物の精密検定、若しくは輸出時又は輸入時いずれか

の種子に対する精密検定は有効であると考える。 
 

イ リスク管理措置の特定 
栽植用種子に対する管理措置として、PCFVd の入り込みの可能性を低減させることが可

能であり、かつ必要以上に貿易制限的でないことを考慮し、以下を特定した。なお、以下の

いずれかの管理措置を実施する必要がある。 
 

○ 輸出国（輸出前）において、採種用親植物又は採種された種子について PCFVd に特異

的なプライマーを用いた RT-PCR 法等の適切な精密検定を行い、PCFVd に感染していな

いことを確認し、その旨を検査証明書に追記する。 
○ 輸入国（輸入時）において、種子について PCFVd に特異的なプライマーを用いた RT-

PCR法等の適切な精密検定を行い、PCFVdに感染していないことを確認する。 
 

なお、植物の検定を行う場合は、荷口全体（同一の荷口単位）の植物を対象に輸入植物検

疫規程（農林省, 1950b）別表第１の６項２号の規定に基づく検査量相当について、疑症状部

及び無作為に抽出した検体について精密検定を行う。 
また、種子の検定を行う場合は、国際種子検査協会（ISTA）が定める国際種子検査規程

（International Rules for Seed Testing）の抽出方法（ISTA, 2025）に準拠した方法で同一の荷

口単位から無作為に抽出した規定の種子数について検定を行う。規定の種子数については、

PCFVdに関し、検定粒数や感染種子率に係る情報を記載した文献はないことから、現時点で

は、99％の検出確率で 0.1％の感染種子を検出可能なサンプルサイズとして、通常ロットの

場合（同一の荷口当たりの種子数が46,000粒以上）は、ロット当たり一律4,600粒（検定実

施においてはサブサンプル400粒以下）となる。なお、小ロットの場合（同一の荷口当たり

の種子数が 46,000 粒未満）は、その種子数の 10％（検定実施におけるサブサンプルは 400
粒以下）とする（種子検定に係る詳細は参考参照）。 
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別紙１ 

 
Pepper chat fruit viroidの発生国等の根拠 

 

国又は地域 ステータス 根拠文献 備考 

アジア    
タイ 発生 Reanwarakorn et al., 2011  
ベトナム 発生 Choi et al., 2020  

中東    
トルコ 発生 Balsak, 2025 追加 

欧州    
オランダ 発生 EFSA, 2011; Verhoeven et al., 2009  

北米    
カナダ 発生 EFSA, 2011; Verhoeven et al., 2011  
注）備考欄の「追加」は、文献情報等に基づき令和８（2026）年２月24日改訂時に追加した国。 
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別紙２ 
 

Pepper chat fruit viroidの宿主植物の根拠 
 

 

科名 学名 シノニム 
和名 

英名 根拠文献 備考 
属名 種名 

ナス科

（Solanaceae） 
Capsicum annuum  トウガラシ属 トウガラシ chili pepper, 

sweet pep-
per 

Verhoeven et al., 2009, 2011  

ナス科

（Solanaceae） 
Lycopersicon esculentum Solanum lycopersicum トマト属 トマト tomato Reanwarakorn et al., 2011; 

Yanagisawa and Matsushita, 
2017 
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別紙３ 
 

Pepper chat fruit viroidの宿主植物に関連する経路の 
年間輸入検査量（貨物、郵便物及び携帯品） 

（１）栽植用植物 
2022～2024年の輸入実績は無し 
 

（２）栽植用種子 
単位（数量）：kg 

植物名 生産国 
  2022   2023   2024 

件数 数量 件数 数量 件数 数量 

Capsicum annuum var. 
grossum (PIMENTO)(ﾋﾟ

ｰﾏﾝ) 

ｵﾗﾝﾀ  ゙ 4 4 3 3 2 2 
ﾀｲ     4 230     
ﾄﾙｺ         2 2 
ﾍﾞﾄﾅﾑ 11 24 3 3     

Capsicum annuum var. 
longum(ﾊﾟﾌﾟﾘｶ) 

ｵﾗﾝﾀ  ゙ 1 1         

Capsicum annuum(ﾄｳｶﾞ

ﾗｼ) 

ｵﾗﾝﾀ  ゙ 77 77 66 68 83 84 
ﾀｲ 66 837 17 333 33 622 
ﾄﾙｺ 6 6 3 3 7 7 
ﾍﾞﾄﾅﾑ 15 46 18 74 10 58 

Lycopersicon esculen-
tum var. cerasiforme(ﾁｪﾘ

ｰﾄﾏﾄ) 
ﾀｲ     1 1     

Lycopersicon esculen-
tum(=Solanum lycoper-
sicum)(ﾄﾏﾄ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種

子) 

ｵﾗﾝﾀ  ゙         1 1 

Lycopersicon esculen-
tum(=Solanum lycoper-
sicum)(ﾄﾏﾄ) 

ｵﾗﾝﾀ  ゙ 146 146 90 90 135 135 
ﾀｲ 294 1,311 281 2,153 261 1,683 
ﾄﾙｺ 317 317 30 56 61 61 
ﾍﾞﾄﾅﾑ 166 247 28 120 37 127 
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参考 
 

種子の検定を実施する場合の粒数の考え方について 
 
１ 検査用主試料の抽出方法（１次抽出） 

国際種子検査協会（ISTA）が定める国際種子検査規程の抽出方法（ISTA Rules 2025 Chapter 2: 
Sampling）（ISTA, 2025）に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に検査用の主試料を抽出

し、その中から、以下の検定用試料として規定の数量を抽出する。 
 
２ 検定用試料の抽出方法（２次抽出） 

検定用試料については、ISTAの抽出方法に準拠した方法で、ISPM 31「Methodologies for sam-
pling of consignments」（FAO, 2016）を根拠とした、以下のポアソン分布に基づく抽出量の計算

式（山村, 2011）に基づいた抽出理論による検定数量について抽出する（小ロットについては下

記（２）参照）。 
 

□ = − □□□□（1 − □）□  

 
n：抽出量 
β：検出確率（信頼度） 
p：限界不良植物率（不良率の上限） 

 
本式では、病害虫の付いた植物を不良植物とし、不良植物率がp以上の荷口が国内へ入ってく

るリスクを、n個検査することにより、1－β以下に制御する。 
 
（１）通常ロットの種子検定対象の２次抽出量(n)の基本的な考え方 

個々の病原体の具体的な種子検定粒数の根拠とできる技術的情報がない場合は、国際種子連

盟（International Seed Federation（ISF））等の国内外の検定方法の諸情報等を総合的に考慮し、

種子検定のための２次抽出量(n)は、ウイルス・ウイロイドについては、限界不良植物率（＝ロ

ットにおいて検出しようとする最低感染種子率）(p)の暫定値として0.001（＝0.1％＝荷口1000
粒/ロット中、感染種子１粒）、検出確率(β)は 99％を採用し、上記ポアソン分布の式を用いて

4,606粒／ロット要することとする。 
 

 検出確率(β) 
限界不良植物率 (p) 

（暫定値） 
２次抽出量(n)→検定用の 
主試料／ロット当たり 

ウイルス･ 
ウイロイド 

99％ 0.001 約4,600粒 

 
＜PCFVdについての検定用抽出量の検討詳細＞ 

PCFVdの検定粒数や種子感染率(p)に係る情報を記載した文献はないことから、現時点では、

上記で算出した検定粒数の約4,600粒／ロットは妥当と考える。 
よって、PCFVdの場合の検定のための数量は、下記（２）で示す同一の荷口当たりの種子数
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が少ない場合（小ロット）以外は、その同一の荷口当たりの種子数に関わりなく一律に約4,600
粒／ロットとする。 

 
（２）小ロットの種子検定対象の抽出量の基本的な考え方 

小ロット（同一の荷口当たりの種子数が少量の場合。例えば、規定の検定数量を確保する場

合が困難な場合）の２次抽出量については、次の考え方に基づくこととする。 
なお、小ロットの範囲とは、上記（１）で計算した２次抽出量の値が、検出対象の同一の荷

口当たりの種子の数量（検査荷口の大きさ（母集団））の10％となるまでの値の範囲とする。 
 

限界不良植物率（p） 
（暫定値） 

小ロットの範囲 

ウイルス･ウイロイド（0.001） 約46,000粒未満 
 

よって、PCFVd の宿主植物の種子については、小ロットの場合、ロット当たりの数量が約

46,000粒未満の場合、10％抽出することとする。 
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